
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
期
間
・

　
　
納
付
猶
予
期
間
が
あ
る
方
へ

年 金
だより

知っ 情報!得
●�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
筋
肉
増
強
サ
プ
リ
を
初
回
５
０
０
円
で
購

入
で
き
る
と
い
う
広
告
を
見
て
申
し
込
ん
だ
。
翌
月
同
じ
商
品

が
届
き
、
１
万
円
も
請
求
さ
れ
た
。
事
業
者
に
返
品
し
た
い
と

連
絡
し
た
が
、「
４
回
購
入
す
る
ま
で
解
約
で
き
な
い
。」
と
言
わ
れ
た
。
広
告

の
下
の
方
に
そ
の
よ
う
な
説
明
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
申
込
み
の
際
に

は
気
付
か
な
か
っ
た
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
テ
レ
ビ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
新
聞
チ
ラ
シ
等
の
広
告
を
見
て
、

「
お
試
し
価
格
」
で
一
度
だ
け
購
入
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
定
期
購

入
契
約
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
相
談
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

相
談
事
例

ア
ド
バ
イ
ス

お試しのつもりが定期購入に!?
消費生活 第92回

射
水
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー（
生
活
安
全
課
内
）

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
）　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

☎
52
ー
７
９
７
４

富
山
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
高
岡
支
所

　
（
高
岡
市
御
旅
屋
町
１
０
１
番
地　
御
旅
屋
セ
リ
オ
５
Ｆ
）

月
～
金
曜
日（
祝
日
除
く
）　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

☎
25
ー
２
７
７
７

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン　
☎
１
８
８

問
合
せ
先

申
し
込
む
前
に
、
契
約
内
容
を
よ
く
確
認
！

申
し
込
む
前
に
、
契
約
内
容
を
よ
く
確
認
！

定
期
購
入
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

定
期
購
入
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意

●�

通
信
販
売
に
は
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
制
度
は
な
く
、
い
っ
た
ん
契
約
す
る
と
定

期
購
入
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
簡
単
に
解
約
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

●�

商
品
を
注
文
す
る
際
に
は
、
商
品
の
内
容
や
価
格
だ
け
で
は
な
く
、
購
入
条
件

や
返
品
・
解
約
が
可
能
か
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

困
っ
た
と
き
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課 
☎
51
―
６
６
２
８

高
岡
年
金
事
務
所 
☎
21
―
４
１
８
０

 

（
音
声
案
内
②
番
→
②
番
）

問
合
せ
先

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額

免
除
・
一
部
納
付
）・
納
付
猶
予
・

学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受
け
た

期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全

額
納
め
た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎

年
金
の
受
取
り
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料
は
、

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す（
追
納
）。

た
だ
し
、
免
除
等
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
に
追
納
さ
れ
る

と
、
当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の

加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

追
納
の
お
申
込
み
は
市
役
所
ま

た
は
お
近
く
の
年
金
事
務
所
で
お

願
い
し
ま
す
。

■
場
所
：
射
水
市
本
庁
舎
１
階　
１
０
４
相
談
室

■
日
時
：
５
月
16
日
㈫　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

■
予
約
：
高
岡
年
金
事
務
所　
☎
21

－

４
１
８
０

�

（
音
声
案
内
①
番
→
②
番
）

※
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
も
の
や
身
分
証
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

出
張
年
金
相
談

事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

令和５年度に追納する場合の額
年　　度 当 時 の

保 険 料 額
追 納 額

（加算後の金額）
平成25年度の月分 15,040円 15,220円
平成26年度の月分 15,250円 15,370円
平成27年度の月分 15,590円 15,700円
平成28年度の月分 16,260円 16,360円
平成29年度の月分 16,490円 16,570円
平成30年度の月分 16,340円 16,410円
令和元 年度の月分 16,410円 16,460円
令和２ 年度の月分 16,540円 16,570円
令和３ 年度の月分 16,610円 16,610円
令和４ 年度の月分 16,590円 16,590円

加
算
額
は
、

あ
り
ま
せ
ん
。
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